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農林水産省訓令第２０号 

省 中 一 般  

 農林水産省協同組合等検査規程を次のように定める。 

 平成２３年８月３１日 

 

農林水産大臣 鹿 野 道 彦       
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農林水産省協同組合等検査規程 

                  （最終改正 令和５年１１月 １日） 

 

 （総則） 

第１条 次に掲げる法律の規定により農林水産大臣が行う検査（以下「検査」

という。）については、この訓令の定めるところによる。 

 （１）農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号） 

 （２）農業保険法（昭和２２年法律第１８５号） 

 （３）水産業協同組合法（昭和２３年法律第２４２号） 

 （４）土地改良法（昭和２４年法律第１９５号） 

 （５）商品先物取引法（昭和２５年法律第２３９号） 

 （６）漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号） 

 （７）中小漁業融資保証法（昭和２７年法律第３４６号） 

 （８）農業信用保証保険法（昭和３６年法律第２０４号） 

 （９）漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号） 

 （10）卸売市場法（昭和４６年法律第３５号） 

 （11）農水産業協同組合貯金保険法（昭和４８年法律第５３号） 

 （12）森林組合法（昭和５３年法律第３６号） 

 （13）商品投資に係る事業の規制に関する法律（平成３年法律第６６号） 

  （14）農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び

強化に関する法律（平成８年法律第１１８号） 

 （15）独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）及び独立行政法人

農林漁業信用基金法（平成１４年法律第１２８号） 

 （16）農林中央金庫法（平成１３年法律第９３号） 

 （17）犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成１９年法律第２２号） 

 （18）株式会社日本政策金融公庫法（平成１９年法律第５７号） 

 （19）犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関す

る法律（平成１９年法律第１３３号） 

 （20）株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成２３年法律第１１

３号） 

 （21）民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する

法律（平成２８年法律第１０１号） 

（22）経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する

法律（令和４年法律第４３号） 

 （検査対象者） 

第２条 この規程において「検査対象者」とは、検査の対象となる者をいう。 

 （検査の目的） 

第３条 検査は、合法性、合目的性及び合理性の観点から検査対象者の業務及

び会計の状況を的確に把握することにより、検査対象者に対する個別の指導
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監督の実を挙げ、もって検査対象者の正常な事業運営を促進することを目的

とする。 

 （検査の視点） 

第４条 前条に規定する検査の目的を達成するため、次の事項について検討す

る。 

 （１）合法性は、定款、規約、諸規程等の整備状況及び法令、法令に基づい

てする行政庁の処分、定款、規約、諸規程等の遵守状況を検討する。 

 （２）合目的性は、農業協同組合法第７条、農業保険法第１条、水産業協同

組合法第４条、土地改良法第１条、商品先物取引法第１条、漁船損害等

補償法第１条、中小漁業融資保証法第１条、農業信用保証保険法第１条、

漁業災害補償法第１条、卸売市場法第１条、農水産業協同組合貯金保険

法第１条、森林組合法第４条、商品投資に係る事業の規制に関する法律

第１条、農林中央金庫法第１条、独立行政法人農林漁業信用基金法第３

条、犯罪による収益の移転防止に関する法律第１条、株式会社日本政策

金融公庫法第１条、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配

金の支払等に関する法律第１条、株式会社東日本大震災事業者再生支援

機構法第１条、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の

活用に関する法律第１条及び経済施策を一体的に講ずることによる安全

保障の確保の推進に関する法律第１条の規定並びに定款等に検査対象者

が定めた業務又は事業目的に合致した運営がなされているかどうかを検

討する。 

 （３）合理性は、業務及び会計が経済性又は効率性の観点からみて、合理的

に運営されているかどうかを検討する。 

 （検査権の行使） 

第５条 検査は、農林水産大臣が検査官、上席検査官、次席検査官又は農林水

産大臣の指定した者（以下「検査官」と総称する。）に行わせるものとする。

ただし、検査官でない職員を検査官の指揮下にその検査に従事させることが

できる。 

２ 農林水産大臣は、前項の規定により検査官及び検査に従事する職員（以下

「検査員」と総称する。）に検査を行わせる場合には、当該検査の責任者に

対して検査命令書を交付する。 

 （検査事項） 

第６条 検査は、次の事項について行う。 

 （１）業務運営の状況 

 （２）資産及び負債並びに損益の状況 

 （検査の方法） 

第７条 検査は、実地の検査、書面（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を含む。第１

５条において同じ。）の検査又はこれらを組み合わせた方法により行う。 
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２ 検査員は、十分な注意をもって検査を実施し、事実の認定、処理の判断及

び意見の表明を行うに当たって、常に公正不偏の態度を保持しなければなら

ない。 

３ 検査は、検査員２人以上が一組となって行う。ただし、検査対象者の支所、

出張所その他の出先機関を検査する場合は、この限りでない。 

４ 検査員は、検査対象者の業務及び会計が適正であり、かつ、妥当であるか

どうかを判断するに足りる基礎を得るまで、検査を実施しなければならない。 

 （検査基準日及び検査の範囲） 

第８条 検査基準日は、検査に着手した日（以下「検査着手日」という。）の

前業務日とする。ただし、検査着手日の前業務日に残高試算表が作成されて

いない場合には、検査着手日の直近の残高試算表が作成された日とすること

ができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、第１条第１０号に掲げる規定による検査の検査

基準日は、業務に係る事項については検査着手日、財産の状況に係る事項に

ついては検査着手日の直近の事業報告書が作成された事業年度（第５項にお

いて「直近事業年度」という。）の終了の日とする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１条第５号及び第１３号に掲げる規定によ

る検査のうち、検査対象者の財務に係る検査の検査基準日は、検査着手日の

直近の残高試算表が作成された日とすることができる。 

４ 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基

準日までの検査対象者の業務及び会計の状況について行う。ただし、特に必

要があると認められる場合には、検査基準日の属する事業年度の前事業年度

開始の日前及び検査基準日後の検査対象者の業務及び会計の状況についても、

検査を行うことができる。 

５ 前項の規定にかかわらず、第１条第１０号に掲げる規定による検査は、直

近事業年度の開始の日から検査基準日までの検査対象者の業務及び財産の状

況について行う。ただし、特に必要があると認められる場合には、直近事業

年度の開始の日前及び検査基準日後の検査対象者の業務及び財産の状況につ

いても、検査を行うことができる。 

６ 第４項の規定にかかわらず、第１条第５号及び第１３号に掲げる規定によ

る検査は、検査基準日の６月前の日の翌日から検査基準日までの全部又は一

部の期間に係る検査対象者の総務、業務及び財務の状況について行う。ただ

し、特に必要があると認められる場合には、検査基準日の６月前の日以前及

び検査基準日後の検査対象者の総務、業務及び財務の状況についても、検査

を行うことができる。 

 （無通告検査の原則） 

第９条 検査は、あらかじめ通告をしないで行う。ただし、検査の実効性を確

保するため必要があると認められる場合は、この限りでない。 

 （土地改良区等に対する検査に関する地方自治法に基づく通知） 

第１０条 土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法第９５条第１項の規定
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により土地改良事業を行う同法第３条に規定する資格を有する者（土地改良

法第１２４条の規定が適用されるものを除く。）に対する検査については、

農林水産大臣は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５０条の６第

１項本文の規定に基づき、あらかじめ都道府県知事に検査理由を通知する。

ただし、同項ただし書に規定する場合には、同条第２項の規定に基づき、検

査後相当の期間内に通知する。 

 （身分証明書の提示及び検査通告書の交付） 

第１１条 検査員は、検査（第１条第５号、第１３号及び第２２号に掲げる規

定による検査を除く。）に際して、検査対象者の役員その他の責任者に対し、

当該検査に係る検査員であることを証するものとして農林水産省令で定める

身分証明書を提示するとともに、当該検査に係る検査通告書を交付しなけれ

ばならない。 

２ 第１条第５号、第１３号及び第２２号に掲げる規定による検査においては、

検査員は、検査に際して、検査対象者の役員その他の責任者に対し、当該検

査に係る検査員であることを証するものとして主務大臣が発する命令で定め

る身分証明書を提示するとともに、当該検査に係る検査通告書を交付しなけ

ればならない。ただし、緊急に検査の必要が生じた場合（第２２号に掲げる

規定による検査を除く。）には、検査員であることを証する身分証明書の提

示で足りる。 

 （執務時間内検査の原則） 

第１２条 検査は、検査対象者の執務時間内に行う。ただし、現物検査その他

やむを得ない事由があるときは、この限りでない。 

 （検査の立会い） 

第１３条 現物検査に当たっては、検査対象者の役員その他の責任者１人以上

の立会いを得て行わなければならない。 

２ 検査に当たっては、できる限り監事又は監査役の立会いを得るようにしな

ければならない。 

 （私物検査の制限） 

第１４条 検査員は、検査対象者の役員及び職員の私物については、検査を行

ってはならない。ただし、検査上特に必要がある場合において、相手方の承

諾を得たときは、この限りでない。 

 （取引先等との照査） 

第１５条 検査員は、検査上特に必要がある場合においては、組合員若しくは

会員その他の取引先（出資先を含む。）又は退職した役員若しくは職員その

他の関係者に対し、任意の説明、答弁又は書面の提出を求めることができる。 

 （検査対象者に対する配意） 

第１６条 検査員は、検査に当たっては、検査対象者の業務の執行に支障のな

いようにするとともに、検査対象者に無用の負担を負わせないように留意し

なければならない。 

 （品位の保持等） 
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第１７条 検査員は、検査に当たっては、常に品位及び穏健冷静な態度を保持

し、検査に対する信頼を得るように努めなければならない。 

 （意見の聴取等） 

第１８条 検査官は、検査によって明らかとなった事項について、検査対象者

の役員その他の責任者から意見を聴取するとともに、必要に応じ、文書を徴

するようにしなければならない。 

 （検査講評） 

第１９条 検査官は、検査を終了するに際して、検査対象者の全役員に対して

検査結果についての講評を行い、それについての意見を聴取しなければなら

ない。ただし、特別の事由があるときは、講評の時期を変更し、又は一部の

役員その他の責任者に対して講評を行うことができる。 

２ 子会社等（検査対象者のうち、大臣官房検査・監察部長が定める者をいう。

以下同じ。）に対する検査に係る講評については、親団体に対する検査の一

環としての位置付けに鑑み、必要に応じ、行う。 

 （検査結果の報告） 

第２０条 検査官は、検査を終了したときは、速やかに、検査対象者の概要、

検証事項、検査結果等を記載した検査報告書を作成して、農林水産大臣に提

出しなければならない。 

２ 検査官は、前項の検査報告書を提出するに当たっては、当該検査報告書に

つき、あらかじめ、農林水産大臣の指定した者（以下「審査官」という。）

の審査を受けなければならない。 

 （検査書の作成及び交付） 

第２１条 審査官は、前条第１項の検査報告書が提出されたときは、速やかに、

当該検査報告書に基づき、合法性、合目的性及び合理性の観点から検査対象

者の運営上是正又は改善の必要があると認められる重要な指摘事項を記載し

た検査書案を作成して、大臣官房検査・監察部長（内閣府沖縄総合事務局に

あっては、沖縄総合事務局長。以下この条及び次条において同じ。）に提出

しなければならない。ただし、大臣官房検査・監察部長が別に指示する場合

は、この限りでない。 

２ 子会社等に対する検査に係る検査書案については、親団体に対する検査の

一環としての位置付けに鑑み、必要に応じ、提出する。 

３ 大臣官房検査・監察部長は、前２項の検査書案の提出があった場合におい

て必要と認めたときは、速やかに検査書を当該検査対象者に交付する。 

 （指導監督部局との連携） 

第２２条 検査に当たっては、検査対象者を指導・監督する局庁と連携し、事

前に指導・監督面から見た問題点等について十分に把握し、検査に反映させ

るよう努めなければならない。 

２ 大臣官房検査・監察部長は、前条第３項の規定により検査書を交付したと

きは、検査対象者に対する個別の指導監督の実を挙げるため、その写しを当

該検査対象者を指導・監督する局庁の長に送付する。 
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 （検査の拒否等に対する措置） 

第２３条 検査官は、検査の拒否、妨害、忌避その他重大な事故により検査の

実施が困難であると認められたときは、直ちに農林水産大臣にその旨を報告

し、その指示を受けなければならない。 

 （秘密の保持） 

第２４条 検査員又は審査官は、検査又は検査報告書の審査に当たって知り得

た秘密を他に漏らしてはならない。検査員又は審査官でなくなった後も、同

様とする。 

 （検査の実施に関する細部事項） 

第２５条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、大

臣官房検査・監察部長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この訓令は、平成２３年９月１日から施行する。 

 （廃止） 

第２条 次に掲げる訓令は、廃止する。 

  （１）土地改良区等検査規程（昭和３７年農林省訓令第４４号） 

  （２）中央卸売市場検査規則（昭和４６年農林省訓令第１６号） 

  （３）商品先物取引検査規程（昭和５６年農林水産省訓令第１号） 

  （４）協同組合検査規程（平成９年農林水産省訓令第３０号） 

  （５）農業共済組合連合会検査規程（平成２１年農林水産省訓令第１０号） 

  （６）全国農業会議所検査規程（平成２２年農林水産省訓令第７号） 

 （経過措置） 

第３条 この訓令の施行の際現に前条の規定による廃止前の中央卸売市場検査

規則第９条、商品先物取引検査規程第３条第２項、協同組合検査規程第９条、

農業共済組合連合会検査規程第１４条及び全国農業会議所検査規程第１０条

の規定に基づき発行されている検査命令書は、平成２４年３月３１日までの

間は、第５条第２項の規定に基づき交付された検査命令書とみなす。 

２ この訓令の施行の際現に前条の規定による廃止前の商品先物取引検査規程

第３条第３項の規定に基づき発行されている検査通告書は、平成２４年３月

３１日までの間は、第１１条第２項の規定に基づき発行された検査通告書と

みなす。 

   附 則 

 この訓令は、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法（平成２３年法律

第１１３号）の施行の日から施行する。 

 

   附 則 

 この訓令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律

の施行の日（平成２５年４月１日）から施行する。 
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   附 則 

 この訓令は、平成２７年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

 （施行日） 

１ この訓令は、平成２８年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３号）

附則第１０条に規定する存続中央会については、この訓令による改正前の農

林水産省協同組合等検査規程第２条第１号の規定は、存続中央会が解散した

場合又は同法附則第２７条第１項の規定により解散したものとみなされた場

合にあってはその清算結了の登記の時までは、同法附則第１３条又は第２２

条に規定する組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時

までは、なおその効力を有するものとする。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２８年１０月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成３０年１月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この訓令は、平成３０年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和元年５月２４日から施行する。ただし、第１条に係る改正

規定は、卸売市場法及び食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律（平成

３０年法律第６２号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日（令和２年６

月２１日）から施行する。 

 

附 則 

 この訓令は、令和２年１２月２５日から施行する。 

 

附 則 

 この訓令は、令和３年１２月１日から施行する。 
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附 則 

この訓令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に

関する法律（令和４年法律第４３号）附則第１条第３号に掲げる規定の施行の

日（令和５年１１月１日）から施行する。 


